
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 
日 中 

（９時から 17 時までの使用） 

夜 間 
（17 時から 22 時までの使用） 

４時間未満 ４時間以上 ３時間未満 ３時間以上 

和室 1,010 円 1,320 円 1,010 円 1,320 円 

講座室 
410 円 560 円 410 円 560 円 

調理室 

子ども会や町内会活動等に利用できる和室です。 

座布団80枚、正座ができない方のために座椅子が10脚 

ございますので、お気軽にご利用ください。 

 

テーブル・イス・座布団は利用者の方に配置していただき

ます。 

日中から夜間まで引き続き使用する場合の使用料は、それぞれの区分

の合計額となります。 

備品：机 30 台 イス 10 脚 座布団 80 枚 

備品：机９台 イス 40 脚  

備品：調理台 4 台 イス 18 脚  

 

エアコン付き！ 

調理台が中央に３台、壁沿いに１台、計４台ある調

理室です。ガス釜が２台置いてあります。 

各台にコンロが三つ設置してあるので１つの台で幅

広い料理を作ることが出来ます。 

 

調理器具も一式備えてあるので是非ご利用くださ

い。使用後は洗って片づけていただきますようお願

いします。 

 

備品：体育用具等  

旧枝成沢小学校の体育館です。 

バスケットボールやバレーボール、バドミントンの支柱

があり、フットサルなどのクラブ活動にもご利用いただ

けます。 

区分 
日 中 

（９時から 17 時までの使用） 

夜 間 
（17 時から 22 時までの使用） 

４時間未満 ４時間以上 ３時間未満 ３時間以上 

体育館 1,010 円 1,320 円 1,010 円 1,320 円 

 

設備・備品については中央市民センターまでご相談ください。 

会議や講座等でご利用いただいています。 

イスだけの場合40名です。 

お部屋にはエアコンがついているので真夏日でも快適に活動

できます。なお、エアコンの設定温度は夏28℃、冬20℃で

す。節電にもご協力お願いします。 

 

 

テーブル・イスは利用者の方に配置していただきます。 

日中から夜間まで引き続き使用する場合の使用料は、それぞれの区分

の合計額となります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開館時間 

午前９時～午後 10 時  

休館日 

・毎週月曜日 

・国民の祝日 

・年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

使用するとき 

・使用する日２カ月前から３日前までに使用許可申請書 

を提出し、許可を受けてください。 

・申請書と一緒に、定められた使用料の納付をお願い 

します。 

・使用後は後片付け(清掃含む)をお願いします。 

・各分館の備品についてはご相談ください。 

使用申込み先 

 久慈市中央市民センター 電話 0194-53-4606 
  ※申込み受付は平日午前９時～午後５時の間にお願いします。 

駐車場 

約３台 

 

 

駐車場 

約10台 

湊分館 

枝成沢分館 

久慈市湊町 19-8-1 

久慈市枝成沢 18-1-2 

 

ただし、次に該当する場合、使用料が免除される場合がありま

すので、お問合せください。 

1. 心身に障害がある方が使用する場合 

2. 久慈市教育委員会又は教育機関が共催して社会活動を

行う場合 

3. 社会教育関係団体等が社会活動のために使用する場合 

4. 町内会等地域住民組織が集会のために使用する場合 

5. 国又は地方公共団体が使用する場合 

6. 公共又は公益のために使用する場合 

7. その他上記に準ずる使用で市長が適当と認める場合 


